
五所川原市地域振興券　破損券 利用可否 判定マニュアル
破損した振興券をお預かりした際、店舗スタッフが利用可否を判断するための資料です。

! 右上のナンバー欄の破損・欠損・読み取りができない場合は 利用不可。
ナンバー欄の数字が全桁確認できれば、一部が破損していても 利用可能  です。 

OK 利用できます 
右上のナンバー欄に欠損なし

NG 利用できません 

地域振興券に関するお問い合わせ  五所川原市 商工観光課　
TEL 0173-35-2111（内線 2556・2557） 

※破損券の交換可否などの最終判断は、五所川原市または事務局までご確認ください。
※地域振興券が破損、汚損した場合でも、再発行は行われません。

券に折れあり 券に折れあり

券の一部が欠損しているナンバー欄が破れているが、
数字が全桁確認できる

券の半分以上が欠損している、
またはナンバー欄が欠損している 

ナンバー欄が破損し、分離している

券が完全に分離している


